
通報者情報の入力及び送信

”お名前” ”お電話番号” は必須入力項目です

内容の確認が必要な場合は市より連絡いた

します

４

写真の添付

”その場でカメラを起動して撮影した画像”

又は ”撮影しておいた画像”を選択

２

市ホームページ トップページ中段の

”道路等異常通報システム” をタップ

1

タップ

位置情報の入力

”位置情報の取得” 又は ”マップ操作” で入力

３

ここが
ポイント!

ここが
ポイント!

緯度 ・ 経度が自動表示

必要に応じて入力

「場所全体がわかる遠景」と「損傷状況の
わかる近景」を撮影して添付してください

遠景

ここが
ポイント!

近景

概ねの位置の入力
検索後に、バルーンを
ドラッグして通報位置を
補正してください

スマートフォンの
位置情報サービスを
オンにしてください

① 自動車運転中や、歩きながらのスマートフォン等の操作は事故の原因となり大変危険です。本システムをご利用の際は、
周辺の状況に十分注意し、安全にご利用ください。

② 市への通報は２４時間可能ですが、受信確認は平日８時３０分から１７時１５分の間に行います。緊急の対応が必要なもの
に関しては、従来どおり電話で連絡願います。

③ 通報いただいた情報をもとに現地確認を行い、市が管理する道路の場合は補修や経過観察等の対応を検討するものであり、
必ずしも補修するものではありません。市が管理しない道路で、国道や県道など管理者が特定できる場合は、管理者に情報
提供することがあります。

④ 通報内容の対応完了までに時間を要する場合がありますのでご了承願います。

⑤ 通報時にご入力いただいた連絡先等は、通報内容の確認が必要な場合のみに使用いたします。

⑥ 市は、通報者又は第三者が本システムを利用することによって被った被害について、一切の責任を負いません。

☎土木課 道水路管理係 33-1435

注意事項

問合せ先

タップで送信完了
お疲れ様でした！


